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表紙

上記の事項につきましては、法令および定款第17条第２項の規定に基づき、株主様に対して交付する書
面には記載しておりません。

第66回定時株主総会
その他の電子提供措置事項
（交付書面省略事項）

第66期（2022年３月１日から2023年２月28日まで）

①業務の適正を確保するための体制
および当該体制の運用状況の概要
②連結株主資本等変動計算書
③連結計算書類の「連結注記表」
④株主資本等変動計算書
⑤計算書類の「個別注記表」

株式会社日本色材工業研究所
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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要

業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要
　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業
務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。（最終改
定　2021年４月13日）
１. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
① 当社は、当社および子会社の取締役ならびに使用人が法令・定款・社内規程・企業倫理を
遵守し、行動するための行動規範を取締役会において定め、これらの遵守を図る。

② 取締役会については、社外取締役を含む取締役で構成し、「取締役会規程」の定めに従
い、その適切な運営を確保する。本取締役会においては、各取締役の業務執行状況の報告
や重要案件に関する検討と決裁を行うとともに、相互に業務執行を監督し法令、定款違反
を未然に防止する。また、複数の独立社外取締役を選任し、経営の透明性の一層の向上と
客観性の確保を図る。

③ 当社は監査等委員会設置会社であり、原則として監査等委員である取締役全員が取締役会
に出席し、会社の経営状況等に関し適宜意見表明を行うとともに議決権を行使するなど、
取締役の業務執行の状況や当社および子会社の状況について監査・監督を行う。

④ 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体との一切の関係を遮断
し、反社会的勢力・団体の活動を助長するような行為は一切行わない。

⑤ 当社は、内部統制システムを構築し、その体制の整備・運用状況を定期的に評価するとと
もに、維持・改善に努める。

⑥ 取締役が他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合は直ちに監査等委員会および取
締役会に報告し、その是正を図る。

⑦ 業務活動全般にわたる内部統制監査については、監査等委員会直属の組織として内部統制
室を置き、「内部統制監査基本規程」等に基づき実施する。

⑧ 当社は、「内部通報窓口」を外部に設置し、使用人がコンプライアンス上疑義のある行為
等を認知した場合、直接通報・相談できる体制を構築し、問題の早期解決に努める。当該
通報者・相談者の保護に十分配慮し、不利益な取扱いを行わない。

２. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づきその保存媒体に応じて
適切かつ確実に保存・管理し、必要に応じて10年間は閲覧可能な状態を維持する。また、監
査等委員である取締役はいつでも当該文書を閲覧または謄写することができるものとする。
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３. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社および子会社のリスク管理体制の基礎として、「リスク管理基本規程」を定め、個々の
リスクについての管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。全社横断
的なリスク等不測の事態が発生した場合には、代表取締役を本部長、管理部を事務局とする対
策本部を設置し、必要に応じて顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織し迅速に
対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整備する。

４. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会を月１回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し､当社の経営方針
および経営戦略に係る重要事項についての迅速な検討と決裁を行う。

② 取締役会の決定に基づく業務執行については、常務会において具体的な執行手続き等につ
き審議を行うとともに、「組織規程」、「職務分掌規程」、「稟議規程」において、それ
ぞれの責任者およびその責任、執行手続きの詳細について定める。

③ 取締役会は、「執行役員規程」に基づき業務執行を担当する執行役員を選任し、担当業務
を定め、会社の業務を委任する。各執行役員は委譲された職務権限により、取締役会で決
定した会社の方針、業務執行に関する常務会での審議事項等の実現を目指し業務を執行す
る。

④ 取締役会は、中期経営計画等により全社的な目標を設定し、各部門はその目標達成のため
に具体的な部門目標を設定する。その進捗状況を定期的に検証し、対策を講ずる。

⑤ 取締役会は、子会社の経営の自主性および独立性を尊重しつつ、子会社から定期的に業務
報告を受け、重要事項は事前に協議することなどにより、子会社の取締役等の職務執行の
効率を確保する。

５. 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社は、子会社の業務の適正と効率性を確保するために必要な規範・規程を整備する。
② 子会社の経営管理については、管理部を主管部署とし、「グループ会社管理基本規程」を

定め、当社への決裁・報告制度による子会社経営の管理を行うものとし、必要に応じてモ
ニタリングを行う。

③ 取締役は、子会社において法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見し
た場合には、監査等委員会および取締役会に報告する。

④ 監査等委員会および内部統制室は子会社を定期的な監査の対象とし、子会社の取締役の業
務執行の状況、財務報告に係る内部統制の整備・運用の状況の評価等を行う。
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６. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の他の取締役（監査等委
員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項および当該使用人に対する監査等委員
会の指示の実効性の確保に関する事項
① 監査等委員会の職務を補助する部署として、監査等委員会の直下に内部統制室を設置す

る。その他、内部統制室とは別に、監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くこ
とを求めた場合には、当社はその組織・人数・地位等について監査等委員会と協議のう
え、取締役会の決議をもってこれを定める。

② 当該補助使用人の異動、考課等については、監査等委員会または監査等委員会が選定する
監査等委員の同意を必要とする。

③ 当該補助使用人は、原則として専任とし、監査等委員会の指揮命令に従って、監査業務全
体を補佐する。

７. 取締役および使用人が監査等委員会に報告をするための体制、子会社の取締役、監査役、使
用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制および監
査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査等委員会はいつでも必要に応じて、当社および子会社の業務または業績に影響を与え
る重要な事項について当社の取締役または使用人、子会社の取締役、監査役または使用人
に対して報告を求めることができる。

② 常勤監査等委員は、取締役会のほか重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握す
るため、常務会などの重要会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要
な決裁書類を閲覧し、必要に応じて当社の取締役または使用人、子会社の取締役、監査役
または使用人にその説明を求めるものとする。

③ 当社の取締役および使用人、子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から
報告を受けた者は、当社および子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、法令・定
款に違反するおそれのある事項が発生した場合には、その内容につき監査等委員会にすみ
やかに報告を行う。

④ 当社は、監査等委員会に報告・説明をしたことを理由として、当該報告者・説明者へ不利
益な取扱いは行わない。

⑤ 監査等委員会が選定する監査等委員は、当社および子会社に対して業務の執行状況の説明
または報告を求めるほか、必要に応じて業務および財産の状況を調査することができるも
のとする。

⑥ 監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見交換および情報の交換を行うと
ともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めるものとする。
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⑦ 監査等委員会は、会社の業務および財産の状況の調査その他の監査等委員会の職務を実効
的かつ効率的に執行する観点から、内部統制室と緊密な連携が保持される体制を整備す
る。また、内部統制室からその監査結果等について報告を受け、必要に応じて調査を求
め、または具体的な指示を出すなど、内部統制室と日常的かつ機動的な連携を図るための
体制を整備する。

８. 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執
行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
　当社は、監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、一定額の予算を設
ける。監査等委員がその職務の執行につき、費用の前払等を請求したときは、その費用または
債務が監査等委員会の職務の執行に必要ではないと認められた場合を除き、当社が負担する。

９. 財務報告の信頼性を確保するための体制
　当社は、金融商品取引法等に基づき、当社および子会社の財務報告の信頼性を確保するため
に、「内部統制監査基本規程」ならびに「財務報告に係る内部統制評価実施細則」を定め、財
務報告に係る内部統制の整備・運用を行うとともに、その有効性を評価する。

10. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、上記に掲げた内部統制システムの整備をしておりますが、その基本方針に基づき、
以下の具体的な取組みを行っております。
① 取締役の職務執行の法令および定款との適合性を確保するため、取締役会を12回開催

し、各取締役の職務執行状況の報告、質疑応答および意見交換を行って、取締役の相互監
視機能を強化する取組みを行っております。また、事業計画の策定や社内規程の改定、組
織の変更、大型の固定資産の取得等の重要な事項につきましては、取締役会で審議および
決議を行い、ガバナンス機能の充実に努めております。なお、監査等委員である取締役が
取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
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② 監査等委員である取締役は、監査等委員会において定めた監査計画に基づき監査を行い、
取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人等からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、業務および財産の状況の調査を実施しており
ます。また、子会社の取締役等と情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告
を受けております。内部統制システムについては、取締役および使用人等からその構築お
よび運用状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明してお
ります。さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか
を監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の遂行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めております。

③ 内部統制室は、「内部統制監査基本規程」等の内部統制システムに関する社内規程の整備
を進めるとともに、「内部統制監査に関する年次計画」に基づき、内部統制監査を実施し
ております。具体的には、「決算財務プロセス」、「業務プロセス」、および「子会社の
全社統制」等について、取締役や使用人および子会社の取締役等からヒアリングを行うと
ともに、生産協力会社への実査を（Web上での実地棚卸立会）を１回実施しておりま
す。
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連結株主資本等変動計算書

(自　2022年 3 月 1 日
至　2023年 2 月28日 )

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 期 首 残 高 714,104 943,209 1,098,620 △3,857 2,752,077

会計方針の変更による累積的影響額 △1,206 △1,206

会計方針の変更を反映した当期首残高 714,104 943,209 1,097,414 △3,857 2,750,871

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

減 資 △614,104 614,104 －

親会社株主に帰属する当期純利益 246,295 246,295

自 己 株 式 の 取 得 △61 △61

連 結 範 囲 の 変 動 △46,974 △197,426 △244,401
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会 計 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 △614,104 567,129 48,868 △61 1,832

当 期 末 残 高 100,000 1,510,339 1,146,283 △3,918 2,752,703

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金 為替換算調整勘定 その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 202,507 △4,180 198,327 2,950,405

会計方針の変更による累積的影響額 △1,206

会計方針の変更を反映した当期首残高 202,507 △4,180 198,327 2,949,199

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

減 資 －

親会社株主に帰属する当期純利益 246,295

自 己 株 式 の 取 得 △61

連 結 範 囲 の 変 動 △244,401
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会 計 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) △42,269 102,695 60,425 60,425

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 △42,269 102,695 60,425 62,258

当 期 末 残 高 160,238 98,515 258,753 3,011,457

連結株主資本等変動計算書

（注）記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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市場価格のない株式等以外のもの ……時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)

市場価格のない株式等 ……………移動平均法による原価法

デリバティブ …………………………時価法

商品及び製品、仕掛品、原材料……総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に
基づく簿価切下げの方法により算定)

貯蔵品 …………………………………最終仕入原価法

連結注記表
１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴ 連結の範囲に関する事項
連結子会社の状況

連結子会社の数 ２社
連結子会社の名称 THEPENIER PHARMA & COSMETICS S.A.S.

Nippon Shikizai France S.A.S.
⑵ 持分法の適用に関する事項

持分法適用会社
　該当事項はありません。

⑶ 連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更に関する注記
　当連結会計年度より、Nippon Shikizai France S.A.S.は、当社グループにおける重要性が増したため、
連結の範囲に含めております。

⑷ 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の決算日は12月31日であります。
　なお、連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要
な取引については、連結上必要な調整を行っております。

⑸ 会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

・有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券

・デリバティブの評価基準及び評価方法

・棚卸資産の評価基準及び評価方法
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・有形固定資産(リース資産を除く)……当社は定率法によっております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築
物については、定額法によっております。
在外連結子会社は定率法及び定額法によっております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物及び構築物 8 ～47年
機械装置及び運搬具 4 ～10年
工具、器具及び備品 5 ～20年

・無形固定資産 …………………………定額法
ただし、自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可
能期間（５年）に基づく定額法によっております。

・リース資産 ……………………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっ
ております。

在外連結子会社のファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間又は見積り耐用年数による定額法によっておりま
す。

・貸倒引当金 ……………………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒
実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収
可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

・賞与引当金 ……………………………当社は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給
見込額のうち、当連結会計年度末における負担額を計上しており
ます。

・役員退職慰労引当金 …………………役員の退職慰労金の支給に備えて、2008年５月の定時株主総会で
廃止された役員退職慰労金制度に基づき、廃止日までの在任期間
に対応する支給額を計上しております。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

③　重要な引当金の計上基準

④　退職給付に係る会計処理の方法
・退職給付見込額の期間帰属方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい
ては、期間定額基準によっております。
・数理計算上の差異の費用処理方法
　数理計算上の差異については、各連結会計年度に一括費用処理しております。
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⑤　重要な収益及び費用の計上基準
　当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
　当社及び在外連結子会社は、主に化粧品・医薬品の製造及び販売を行っており、当該製品の販売につい
ては、顧客が検収した時点で収益を認識しております。
　なお、国内販売については、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転されるときまでの期間が通常の期
間である場合には、出荷時に収益を認識しており、輸出販売については、インコタームズ等で定められた
貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で収益を認識しております。
　また、顧客との契約における対価に変動対価が含まれている場合には、合理的に見積ることができるも
のについて、製品の取引時に取引対価の変動部分の金額を見積り、売上高から控除しております。

⑥　その他連結計算書類の作成のための重要な事項
・外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。なお、在外連結子会社の資産及び負債は、在外連結子会社の決算日の直物為替相場により円
貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算
調整勘定に含めております。
・ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法 金利スワップについては、特例処理の要件を充たしているため、特
例処理を採用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段　　　ヘッジ対象
金利スワップ　　借入金

ヘッジ方針 当社は内部規程である「デリバティブ取引の取扱いおよびリスク管
理に関する規程」に基づき、金利変動リスクをヘッジしておりま
す。

ヘッジ有効性評価の方法 主として当社は市場金利変動型の借入金に係る金利変動によるキャ
ッシュ・フロー変動リスクの有効性の評価方法として、借入金の変
動リスクにかかわる金利変動額と金利スワップ取引の金利変動額と
の累計を比率分析により測定し、有効性の評価を行っております。
なお、有効性の評価は、決算日を含み、少なくとも６ヵ月に１回実
施することとしております。
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２. 会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
　この適用により、輸出販売に関して、従来は船積基準により収益を認識しておりましたが、インコターム
ズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で収益を認識する方法に変更しており
ます。
　なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の国内
販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転されるときまでの期間が通常の期間である場合に
は、出荷時に収益を認識しております。
　また、顧客との契約における対価に変動対価が含まれている場合には、従来は、金額確定時に売上高から
控除しておりましたが、合理的に見積ることができる場合は、製品の取引時に取引対価の変動部分の金額を
見積り、売上高から控除する方法に変更しております。
　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結
会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
　この結果、当連結会計年度の損益及び利益剰余金期首残高に与える影響は軽微であります。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号  2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」
という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」（企業会計基準第10号  2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定
会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
　これによる、当連結会計年度の連結計算書類に与える影響はありません。
　また、「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記
を行うことといたしました。
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有形固定資産 202,885千円
無形固定資産 957千円
のれん 69,813千円

３. 会計上の見積りに関する注記
（固定資産の減損）

⑴ 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

なお、減損損失の計上はありません。
⑵ 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　当社グループは、主として事業用資産については管理会計上の区分を基礎としてグルーピングを行い、
将来の使用が見込まれない遊休資産については個別資産ごとにグルーピングしております。営業活動から
生じる損益等の継続的なマイナスや経営環境の著しい悪化等により減損の兆候があると判定された資産又
は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額
と帳簿価額を比較することにより減損損失の認識を判定することとしております。
　当社は、割引前将来キャッシュ・フローについて、取締役会によって承認された利益計画に基づいて予
測しております。当該予測は、経営環境等の企業の外部要因に関する情報を踏まえ、需要動向と将来の売
上予測の仮定を含みます。
　なお、当連結会計年度において、Nippon Shikizai France S.A.S.の事業用資産（連結貸借対照表計上
額273,656千円）について、減損の兆候が認められましたが、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳
簿価額を上回っていることから減損損失を計上しておりません。また、将来の不確実な経済状況の変動等
により、実績の金額等が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類に影響を与える可能性が
あります。
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現金及び預金 103,000千円
建物及び構築物 4,118,006千円
土地 2,010,822千円
投資有価証券 189,456千円
投資その他の資産のその他 24,366千円

計 6,445,650千円

短期借入金 1,353,129千円
長期借入金 6,544,073千円

計 7,897,202千円
⑵ 有形固定資産の減価償却累計額 9,822,969千円

４. 追加情報
⑴ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大における会計上の見積りに関する追加情報

　新型コロナウイルス感染症の影響については、回復の動きが見られるものの、現時点において合理的に予
測することは困難なため、翌連結会計年度末まで影響が及ぶものと仮定し、固定資産の減損及び繰延税金資
産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。
　なお、新型コロナウイルス感染症の影響は不確実性があるため、将来における財政状態、経営成績に影響
を及ぼす可能性があります。

⑵ 財務制限条項に関する追加情報
　当社の長期借入金（１年内返済予定額を含む）のうち、1,275,000千円には、以下の財務制限条項が付さ
れております。

①　2019年２月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を
2018年２月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の67％以上に維持すること。

②　2019年２月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する２期について、各年度の決算期にお
ける単体償却前営業損益（単体の損益計算書上の「営業利益（または営業損失）」の金額に、有形固定
資産等明細表上の「有形固定資産減価償却費」と「無形固定資産減価償却費」の金額を加算した数値）
が２期連続して赤字とならないようにすること。

　なお、当連結会計年度において上記財務制限条項には抵触しておりません。

５. 連結貸借対照表に関する注記
⑴ 担保に供している資産及び担保に係る債務

・担保提供資産

・上記に対応する債務
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当連結会計年度期首株式数(株) 当連結会計年度増加株式数(株) 当連結会計年度減少株式数(株) 当連結会計年度末株式数(株)

発 行 済 株 式
普 通 株 式 2,099,376 － － 2,099,376

自 己 株 式
普 通 株 式 3,520 49 － 3,569

６. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加49株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
⑵ 配当に関する事項

①　配当金支払額
　該当事項はありません。

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
　該当事項はありません。
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７. 金融商品に関する注記
⑴ 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、資金運用については預金等に限定し、また、資金調達については主に銀行等金融機関
からの借入による方針であります。デリバティブ取引は、借入金の金利変動リスクを回避するために利用
しており、投機的な取引は行わない方針であります。

②　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の債務不履行による信用リスクに晒さ
れておりますが、当社グループの社内規程に従いリスクを管理しております。
　投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式
であり、定期的に時価や取引先企業の財務状況等を把握することにより、リスクを管理しております。
　営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、１年以内の支払期日であります。
　借入金は、運転資金及び設備投資資金の調達を目的としており、このうちの一部は、変動金利であるた
め金利の変動リスクに晒されておりますが、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るため
に、デリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用しております。デリバティブ取引の執行・管理につい
ては、取引権限を定めた社内規程に従って行っており、また、当社グループが利用しているデリバティブ
取引につきましては、いずれも大手金融機関を利用しており、信用リスクはほとんどないものと考えてお
ります。

③　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに
より、当該価額が変動することがあります。
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連結貸借対照表計上額（千円） 時 価 （ 千 円 ） 差 額 （ 千 円 ）

投資有価証券 357,375 357,375 －

資産計 357,375 357,375 －
長期借入金
（1年以内返済予定の長期借入金を含む） 8,605,934 8,549,978 △55,955

リース債務
（1年以内返済予定のリース債務を含む） 506,083 503,112 △2,970

負債計 9,112,018 9,053,091 △58,926

デリバティブ取引 － － －

⑵ 金融商品の時価等に関する事項
　2023年２月28日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。

※「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債
務」、「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似
していることから、記載を省略しております。

⑶ 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時

価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券 357,375 － － 357,375

資産計 357,375 － － 357,375

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期借入金
（1年以内返済予定の長期借入金を含む） － 8,549,978 － 8,549,978

リース債務
（1年以内返済予定のリース債務を含む） － 503,112 － 503,112

負債計 － 9,053,091 － 9,053,091

①　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：千円）

②　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券

　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時
価をレベル１の時価に分類しております。

長期借入金（１年以内返済予定の長期借入金を含む）
　これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り
引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。また、変動金利による長期借
入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の
合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法に
よっております。

リース債務（１年以内返済予定のリース債務を含む）
　これらの時価については、元利金の合計額を、同様の新規リース取引を行った場合に想定される利率で
割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

デリバティブ取引
　金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されてい
るため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
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日 本 仏 国 計 調整額 合 計

日本向け 7,527,833 17,672 7,545,506 △2,102 7,543,403

日本以外向け 1,158,464 3,137,468 4,295,933 △78,922 4,217,010

顧客との契約から生じる収益 8,686,298 3,155,140 11,841,439 △81,024 11,760,414

その他の収益 － － － － －

外部顧客への売上高 8,607,376 3,153,038 11,760,414 － 11,760,414

１株当たり純資産額 1,436円90銭
１株当たり当期純利益 117円52銭

８. 収益認識に関する注記
⑴ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

⑵ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「１.　連結計算書類の作成のための基
本となる重要な事項に関する注記等　⑸　会計方針に関する事項　⑤　重要な収益及び費用の計上基準」に
記載のとおりであります。

⑶ 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①　契約資産及び契約負債の残高等

　契約負債は主に、製品の引渡し前に顧客から受け取った前受金であり、連結貸借対照表上、契約負債と
してその他に含めて表示しております。
　当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた金額は34,109千
円であります。また、当連結会計年度において、前受金の増加により契約負債の残高は57,549千円であ
ります。

②　残存履行義務に配分した取引価格
　当社グループにおいて、個別の契約が１年を超える重要な取引はありません。また、顧客との契約から
生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

９. １株当たり情報に関する注記

10. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書

(自　2022年 3 月 1 日
至　2023年 2 月28日 )

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本 準 備 金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 714,104 943,209 － 943,209 657,091

会計方針の変更による累積的影響額 △1,206

会計方針の変更を反映した当期首残高 714,104 943,209 － 943,209 655,885

事 業 年 度 中 の 変 動 額

減 資 △614,104 614,104 614,104

当 期 純 利 益 268,970

自 己 株 式 の 取 得

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事 業 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 △614,104 － 614,104 614,104 268,970

当 期 末 残 高 100,000 943,209 614,104 1,557,313 924,855

株主資本 評価・換算差額等
純 資 産 合 計

自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

評価・換算差額等
合 計

当 期 首 残 高 △3,857 2,310,548 202,507 202,507 2,513,056

会計方針の変更による累積的影響額 △1,206 △1,206

会計方針の変更を反映した当期首残高 △3,857 2,309,342 202,507 202,507 2,511,849

事 業 年 度 中 の 変 動 額

減 資 － －

当 期 純 利 益 268,970 268,970

自 己 株 式 の 取 得 △61 △61 △61

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事 業 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) △42,269 △42,269 △42,269

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 △61 268,908 △42,269 △42,269 226,639

当 期 末 残 高 △3,918 2,578,250 160,238 160,238 2,738,489

株主資本等変動計算書

（注）記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

・子会社株式……………………………移動平均法による原価法

市場価格のない株式等以外のもの……時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定）

市場価格のない株式等………………移動平均法による原価法

デリバティブ…………………………時価法

・商品及び製品、仕掛品、原材料……総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下
に基づく簿価切下げの方法により算定）

・貯蔵品…………………………………最終仕入原価法

① 有形固定資産(リース資産を除く)……定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築
物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物 8 ～47年
機械及び装置 4 ～ 8 年
工具、器具及び備品 5 ～10年

② 無形固定資産…………………………定額法
ただし、自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可
能期間（５年）に基づく定額法によっております。

③ リース資産……………………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっ
ております。

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴ 資産の評価基準及び評価方法
①　有価証券の評価基準及び評価方法

・その他有価証券

②　デリバティブの評価基準及び評価方法

③　棚卸資産の評価基準及び評価方法

⑵ 固定資産の減価償却の方法
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⑶ 引当金の計上基準
①　貸倒引当金……………………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能
性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金……………………………従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のう
ち、当事業年度末における負担額を計上しております。

③　役員退職慰労引当金…………………役員の退職慰労金の支給に備えて、2008年５月の定時株主総会で
廃止された役員退職慰労金制度に基づき、廃止日までの在任期間に
対応する支給額を計上しております。

⑷ 収益及び費用の計上基準
　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を
充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
　当社は、主に化粧品の製造及び販売を行っており、当該製品の販売については、顧客が検収した時点で収
益を認識しております。
　なお、国内販売については、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転されるときまでの期間が通常の期間
である場合には、出荷時に収益を認識しており、輸出販売については、インコタームズ等で定められた貿易
条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で収益を認識しております。
　また、顧客との契約における対価に変動対価が含まれている場合には、合理的に見積ることができるもの
について、製品の取引時に取引対価の変動部分の金額を見積り、売上高から控除しております。
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⑸ その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
①　外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
ります。

②　ヘッジ会計の方法
・ヘッジ会計の方法 金利スワップについては、特例処理の要件を充たしているため、特

例処理を採用しております。
・ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段　　　ヘッジ対象

金利スワップ　　借入金
・ヘッジ方針 当社の内部規程である「デリバティブ取引の取扱いおよびリスク管

理に関する規程」に基づき、金利変動リスクをヘッジしておりま
す。

・ヘッジ有効性評価の方法 主として当社は市場金利変動型の借入金に係る金利変動によるキャ
ッシュ・フロー変動リスクの有効性の評価方法として、借入金の変
動リスクにかかわる金利変動額と金利スワップ取引の金利変動額と
の累計を比率分析により測定し、有効性の評価を行っております。
なお、有効性の評価は、決算日を含み、少なくとも６ヵ月に１回実
施することとしております。
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２. 会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当
該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
　この適用により、輸出販売に関して、従来は船積基準により収益を認識しておりましたが、インコターム
ズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で収益を認識する方法に変更しており
ます。
　なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の国内
販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転されるときまでの期間が通常の期間である場合に
は、出荷時に収益を認識しております。
　また、顧客との契約における対価に変動対価が含まれている場合には、従来は、金額確定時に売上高から
控除しておりましたが、合理的に見積ることができる場合は、製品の取引時に取引対価の変動部分の金額を
見積り、売上高から控除する方法に変更しております。
　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度
の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
　この結果、当事業年度の損益及び利益剰余金期首残高に与える影響は軽微であります。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号  2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」
という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」（企業会計基準第10号  2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
　これによる、当事業年度の計算書類に与える影響はありません。
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関係会社株式 382,863千円

３. 会計上の見積りに関する注記
（関係会社株式の評価）

⑴ 当事業年度の計算書類に計上した金額

なお、減損処理の実施はありません。
⑵ 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　当社では、計算書類の作成にあたり、関係会社株式について、実質価額が著しく下落した場合は、回復
可能性を考慮したうえで、減損処理を実施しております。
　なお、当事業年度において、Nippon Shikizai France S.A.S.社株式（貸借対照表計上額382,863千
円）について、超過収益力等を加味した当該株式の実質価額と取得原価を比較し、実質価額の著しい下落
の有無及び回復可能性を検討した結果、実質価額の著しい低下はないものと判断しております。
　また、将来の不確実な経済状況の変動等により、重要な変更が生じ実質価額が著しく低下した場合に
は、翌事業年度の関係会社株式の評価に重要な影響を与える可能性があります。

４. 追加情報
⑴　新型コロナウイルス感染症の感染拡大における会計上の見積りに関する追加情報

　新型コロナウイルス感染症の影響については、回復の動きが見られるものの、現時点において合理的に予
測することは困難なため、翌事業年度末まで影響が及ぶものと仮定し、固定資産の減損及び繰延税金資産の
回収可能性等の会計上の見積りを行っております。
　なお、新型コロナウイルス感染症の影響は不確実性があるため、将来における財政状態、経営成績に影響
を及ぼす可能性があります。

⑵　財務制限条項に関する追加情報
　長期借入金（１年内返済予定額を含む）のうち、1,275,000千円には、以下の財務制限条項が付されてお
ります。

①　2019年２月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を
2018年２月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の67％以上に維持すること。

②　2019年２月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する２期について、各年度の決算期にお
ける単体償却前営業損益（単体の損益計算書上の「営業利益（または営業損失）」の金額に、有形固定
資産等明細表上の「有形固定資産減価償却費」と「無形固定資産減価償却費」の金額を加算した数値）
が２期連続して赤字とならないようにすること。

　なお、当事業年度において上記財務制限条項には抵触しておりません。
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現金及び預金 103,000千円
建物 4,047,442千円
構築物 70,563千円
土地 2,010,822千円
投資有価証券 189,456千円
投資その他の資産のその他 18,000千円

計 6,439,284千円

短期借入金 1,353,129千円
長期借入金 6,416,750千円

計 7,769,879千円
⑵ 有形固定資産の減価償却累計額 7,599,651千円

保 証 先 金 額 内 容

THEPENIER PHARMA & COSMETICS S.A.S. 578,440千円
（Euro4,000千） 銀行借入金保証（極度額）

N i p p o n  S h i k i z a i  F r a n c e  S . A . S . 72,305千円
（Euro500千） 銀行借入金保証（極度額）

短期金銭債権 121,013千円
短期金銭債務 2,230千円

売上高 78,922千円
仕入高 2,092千円
営業取引以外の取引高 17,244千円

５. 貸借対照表に関する注記
⑴ 担保に供している資産及び担保に係る債務

・担保提供資産

・上記に対応する債務

⑶ 保証債務
　次の関係会社の債務に対して債務保証を行っております。

⑷ 関係会社に対する金銭債権債務

６. 損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
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個別注記表

当事業年度期首株式数(株) 当事業年度増加株式数(株) 当事業年度減少株式数(株) 当事業年度末株式数(株)

自 己 株 式
普 通 株 式 3,520 49 － 3,569

繰延税金資産
賞与引当金損金不算入額 29,518千円
未払社会保険料 4,483千円
棚卸資産評価損否認 46,734千円
関係会社株式評価損否認 164,197千円
繰越欠損金 281,426千円
役員退職慰労引当金繰入超過額 50,518千円
長期未収入金 87,010千円
その他 15,228千円

繰延税金資産小計 679,116千円
評価性引当額 △596,391千円

繰延税金資産合計 82,725千円
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △81,527千円
繰延税金負債合計 △81,527千円
繰延税金資産の純額 1,198千円

１年内 7,505千円
１年超 76,648千円

合計 84,153千円

７. 株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加49株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

８. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

９. リースにより使用する固定資産に関する注記
　オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
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個別注記表

種　類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合

関 連 当 事 者
と の 関 係 取引の内容 取引金額

（千円） 科　目 期末残高
（千円）

子会社 THEPENIER PHARMA & COSMETICS
S.A.S.

(所有)
直接100.0％

加工原材料・半製
品の販売・仕入
役員の兼任

債務保証(注)２ 578,440 － －

債 務 保 証 料 563 未 収 収 益 94

子会社 Nippon Shik izai  France S.A.S .
(所有)

直接80.0％
間接20.0％

加工原材料・半製
品の販売・仕入
役員の兼任

資 金 の 貸 付
（回収との純額）
(注)３

106,147
短期貸付金
長期貸付金

184,304
増 資 の 引 受
(注)４ 130,985

受 取 利 息 3,563 未 収 収 益 1,172

１株当たり純資産額 1,306円65銭
１株当たり当期純利益 128円34銭

10. 関連当事者との取引に関する注記
子会社等

（注）１. 取引条件及び取引条件の決定方針等
子会社との取引条件については、双方協議の上、決定しております。

２. THEPENIER PHARMA & COSMETICS S.A.S.の銀行借入金につき、債務保証を行ったものであり
ます。

３. Nippon Shikizai France S.A.S.の資金の貸付については、利率は市場金利を勘案して合理的に決定
しております。

４. Nippon Shikizai France S.A.S.の増資の引受については、債権の株式化（デット・エクイティ・ス
ワップ）によるものであります。

11. 収益認識に関する注記
　「連結注記表　８. 収益認識に関する注記」の記載内容と同様のため、注記を省略しております。

12. １株当たり情報に関する注記

13. 重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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